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平成１７年度 第３回 鞍手町行財政改革推進委員会 

 

１ 開 催 日 平成１７年７月７日（木） 

 

２ 開 催 時 間 開会１０時０３分 

   閉会１１時４５分 

 

３ 開 催 場 所 鞍手町議会議事堂 

 

４ 出 席 委 員 会 長 福 本 博 文 

   職務代理 宮 崎 實 男 

   委 員 川 野 高 實 添 田 忠 敏 

     許 斐 英 幸 有 松 弘 美 

     薦 野 君 由 藤 井 福 吉 

     榊 原   糺 武 谷 位千子 

     小 島 美智子 亀 井   滋 

     五百路 恵美子 

 

５ 欠 席 委 員   白 石 修 二 麻 生 秀 生 

 

６ 推 進 本 部 な し 

 

７ 事 務 局   諸 冨 義 和 白 石 秀 美 

     石 田 正 樹 

 

８ 傍 聴 者  １名 

 



2 

平成１７年度 第３回 鞍手町行財政改革推進委員会会議 

 

日時：平成１７年７月７日（木） 

午前１０時００分から   

場所：鞍手町議会議事堂     

 

◎会議次第 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 会議録署名人の指名 

 

４ 議事 

（１）中間答申の内容について（資料１７） 

「基本方針」及び「基本目標」として掲げる内容の検討 

 

（２）その他 

 

５ 次回の開催予定について 

   第４回会議 日時：平成   年   月   日（  ） 

                時から 

         場所： 

 

６ 閉会  
 



3 

【議 事】 

 

○諸冨室長 

おはようございます。まず始めにですね、実はこの場をお借りしまして、お詫びを

申しあげます。本日、この会議の開催通知を７月の４日の日に送付させていただきま

した。その時に私どもの作業上の誤りで、実は大変申し訳ないことをいたしました。

と、いいますのは、一部の封筒の宛名とですね、それと同封の文書の宛名との整合を

してなかったというような形で、実は誤って文書が送達されました。直ちに私ども事

務調査をいたしまして、１５名の委員さんの内の２名の方に誤って文章がいきました。

非常に申し訳ないことをいたした訳でございまして、この場を借りてお詫びを申しあ

げたいと思います。以後、このようなことの無いように十分注意を払いながら、それ

と合わせまして、職務に専念してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い

申し上げます。以上です 

 
○事務局 

おはようございます。ただ今から第３回鞍手町行財政改革推進委員会の会議を開会

いたします。本日の会議は、お手元の会議次第に従って進行させていただきます。な

お、今回は委員の中から資料の要望がありましたので、会長のご了解を得まして、資

料の１７、各専門部会の役割についてを開催通知と併せて、事前に配布をさせて頂い

ております。今、お手元にないという方がありましたらご連絡下さい。皆さんお持ち

頂いておりますでしょうか。また、今後もですね様々な資料をお出ししていくことに

なりますので、資料を閉じていただくためにですね、バインダーを準備して今日お配

りさして頂いてますので、どうぞご活用いただきたいと思います。それから、本日、

委員で、麻生委員につきましては、欠席のご連絡をいただいております。それから白

石委員につきましては、連絡をいただいておりません。会議に入りましたら携帯電話

については、電源をお切りいただくか、マナーモードに切り替えていただきますよう

お願いいたします。また、庁舎内のエアコンにつきましては、経費節減や環境問題に

配慮して高めの温度に設定しておりますので、委員の皆様におかれましても、どうぞ、

審議のしやすいスタイルでお願いをいたします。 

それでは、会長あいさつを福本会長お願いいたします。 

 

○福本会長 

おはようございます。皆様方には大変暑い中ですね、また早朝よりお集まりいただ

きまして、本当にご苦労さんでございます。ありがとうございます。今回、第３回目

のですね会議ということでございまして、１つはですね、中間答申のですね１つの大

きなハードルを超えなければなりません。まああの、スケジュール的にいきまして、

町長が言われておりましたように、できるだけ早くですね、この中間答申のハードル

をですね、超えなきゃなりませんので、どうぞあの、ご理解賜っていろんなご意見を

拝聴したいと思っておりますし、また、委員会の中でもグループで勉強会をされてあ

るということも聞いておりますし、大変に心からありがたく思っております。あの今、
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国会では郵政民営化がですね衆議院を通りまして、わずか５票で通ったわけなんでご

ざいますけども、どうも参議院では否決になるようでございます。まあ、選挙戦が、

衆議院の選挙があるのかなというようなですね、これから先ですね、そういったこと

もあるんじゃないかなと思っておりますけども、なにせ、重要法案をですね通さなく

て、先に郵政民営化の方にいっておりますので、これからの国会はいろいろな政局を

迎えると思っております。まあ、この鞍手町も同じでございまして、大変にあの、合

併を見送った中で、これから鞍手町は単独で行かないかんということでございますの

で、皆様方、本当にあの１番大事なこの委員会でございますので、どうかそこら辺を

ですね、真摯に受け止めていただきまして、ご意見を拝聴したいと思っております。

であの、今日３回目でございますけども、今まで２回ほどこの会議をやってまいりま

した。まあしかし、なかなかですね、こういった場では、なかなか意見を出すのは勇

気のいることでございますので、しかしながら平均的にですね、皆様方のご意見、あ

るいは均衡なるご意見を聞きたいと思っておりますので、今日もし、ご意見が少ない

ようであればですね、私の方から各委員さん方にですね、ご指名をさせていただきま

して、意見を拝聴させていただくかもしれませんので、どうぞそこら辺をですね、ご

理解とご協力を賜りますようによろしくお願いを申しあげまして、私のご挨拶とさせ

ていただきます。本日は本当にありがとうございます。 

 

○事務局 

ありがとうございました。ここからは条例の規定によりまして会長に議長として議

事進行をお願いいたします。 

 

○福本会長 

まず始めにですね、括弧３番ですね。会議録署名人の指名をご指名させていただき

ます。本日の会議録署名人は、有松委員さんと宮崎委員さんによろしくお願い申しあ

げます。それではですね、議事に入ります。本日の議事はですね、中間答申の内容に

ついてでございます。中間答申に盛り込む具体的内容につきまして、本日の委員会で

検討することで、前回ご承認をいただいておりますので、本日は、この件につきまし

て進めてまいります。なおですね、事務局から新たな資料が出ておりますので、事務

局の説明を求めます。 

 

○事務局 

それでは資料の１７をご覧ください。前回、第２回の推進委員会の際に、資料１６

で中間答申の内容の方向性ということで、事務局の１つの案をご提示したわけですが、

その中で、推進本部の各専門部会が４つありますので、この専門部会ごとに方針を決

めていただいたらどうでしょうかという案だったんですけれども、実際にその４つの

専門部会の役割というものがどういうものかというのは、ちょっとよく分からないと

いうようなご意見もいただいておりました。そして、こういった資料１７という形で、

今日、お出しさせて頂いております。一応、この資料１７の表を見ていただきますと、

４つの専門部会、財政専門部会、行政運営専門部会、組織機構専門部会、施設専門部
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会というふうに４つに分かれております。これは前回、第３次の行政改革、平成１３

年度からやっております行政改革におきましては、３つの検討委員会という形で、財

政と組織機構と施設という形でありました。今回は１つ増えて行政運営専門部会とい

うのが増えて４つになっております。この行政運営専門部会というのは、なかなか言

葉から見ても、ちょっと分かりにくいかなという気がするんですが、組織機構の中で、

前回、第３次のときは、いわゆる職員の研修などによる技能の習得や、あるいは組織

機構も併せて、いわゆる事務事業、そういったものの手法を見直していくという部分

について併せて組織機構がやっていた内容なんですけれども、この部分については非

常にやっぱり、ボリュームがですね、非常に大きい部分がありますので、あえて今回

は分けて、行政運営という形で、中身としましては事務事業や手法などの見直しに関

すること。あるいは行政評価などの手法を導入していく。それから、行政サービスの

質を向上さしていくという手法を考えていくこと。あるいは、協働関係、いわゆる住

民への情報公開や、住民と行政との情報の共有など。それから、行政への住民の皆さ

んの参画といったこと。あるいは、地域自治における協働、コミュニティーなどに関

すること。こういったものに関して具体的な手法を考えていく、そういったものもま

た、考えていくだけではなく、推進段階に入ったら、当然、推進の主体となって、こ

の専門部会がやっていくということになります。あとの３つの専門部会、財政専門部

会につきましては、言葉で見ていただきますように、いわゆる町の財政の歳入、歳出

といった部分についての見直しを行っていく。例えば、歳入関係では、税や使用料、

手数料などの徴収率をあげていく。滞納という部分もありますので、そういったもの

を解消していこうという取組みがあります。それから、この税や手数料、使用料など

につきましては、いわゆる公平性、公正な受益者負担ということが求められます。そ

ういったものについてもう一度、鞍手町のそういった手数料使用料、あるいは税のあ

り方について考えていくという部分も含まれます。また、財政的に非常に厳しい状況

でありますので、いわゆる新しい財源の確保でありますとか、短期的なもの、あるい

は長期的なもの、そういったものの財源をどのように確保していくかという部分につ

いても、この財政専門部会の歳入関係の部分に入ってまいります。それから、歳出関

係では、いわゆる各種補助金や助成金などの見直しに関すること。それから、職員の

給与、報酬、あるいは手当てなどの見直しに関すること。それから、公共事業にかか

るいわゆるコスト。こういったものを見直していくこと。それから、事務処理のコス

トなどを見直していくというふうな歳出関係、こういった歳入、歳出関係の部分を併

せて財政専門部会が実際に改革案を調整していくということになります。それから、

組織機構専門部会ですが、これは、いわゆる職員関係と、組織機構関係ということに

なります。職員関係では、専門的技能の習得や政策形成能力の育成などに関すること。

あるいは民間企業や先進自治体の手法を学ぶために、人事交流などを促進していこう

というような部分の取組み。それから組織機構では社会情勢の変化に対応した柔軟な

組織編成をやっていこうと、当然、いろんな行政運営などで、事務や事業の手法が新

しいものが出てきますと、組織や機構というものが変わってくるということがありま

す。また、退職者数や新規採用者数を考慮した職員の適正配置というようなことに関

しても、この部分に含まれます。それから附属機関。この行革委員会も含まれますが、
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様々な附属機関が町にはございます。そういった附属機関のあり方、こういったもの

についても見直していくという部分についても、この組織機構の中に含まれます。そ

れから、施設専門部会。町内のいわゆる施設、様々な施設がありますが、その施設の

管理あるいは運営に関する部分についての改革を調整していく専門部会ということに

なります。管理関係では、いわゆる老朽化してきた施設の改修などに関すること。そ

れから、施設の利用予約や利用方法、まぁ利用予約などについては、第３次の中でも

インターネットを使った予約ができるというような部分でもう出来ていますが、さら

に改善していく方法、あるいは施設を利用していただく上での利用方法のもっと有効

な、あるいは町民の方がもっと使いやすい利用の仕方はないか、そういった部分につ

いて見直していくということがあります。それから、施設の運営関係ですが、地方自

治法の改正によりまして、公共の施設の管理について委託をしていく部分の範囲が広

がりました。昨年のことです。それで、鞍手町ではＪＲ鞍手駅がすでに指定管理者制

度によりまして、委託行っておりますけれども、それ以外の施設についても、いわゆ

るこの指定管理者制度を利用していくことで、もっと効率的、効果的に施設の運営が

できるんではないかということでそういった部分。あるいは指定管理者制度に限らず、

外部委託のいろんな手法、ＰＦＩでありますとか、特殊法人の問題でありますとか、

いろんな第３セクターとかですね、いろんないわゆる公設民営というような部分も含

めて、いろんなやり方がありますので、そういった部分を含めてどの施設にどういっ

たやり方が適当かということを協議していくというような部分があります。それから

施設、今ある施設で、やはりもう、出来た当初の目的をすでに達してしまった。ある

いは、利用価値が薄れてきたというようなことで、統合や廃止、あるいは用途を見直

して、もっと違う方面にその施設を使っていこうというような、こういった部分につ

いてもここで協議していくというようなことで、以上、４つの大きな専門部会を大枠

で作っているわけですが、もちろんあの、このように４つに分けているとは言っても、

例えば、施設部門で統合や廃止、用途の見直しとか、あるいは民間委託ということが

生じますと、当然、組織や機構も変わってまいります。職員の配置も変わってまいり

ます。そうすると、行政の事務の手法も変わってきますし、そこに生まれる財政的な

効果もまた変わってくるということで、１つの取組みが複雑にやはり、この４つの専

門部会が関わっていくような形になります。前回、第３次の時は、基本的には検討委

員会という名称でしたので、いわゆる大綱、計画ができるまでの委員会で、それ以降、

実施段階に入っていったときには、その検討委員会はもう、実際には機能しないとい

うか、新たな、今度は事務改善委員会であるとか、そういった部分に引き継がれて、

そこで推進していくことになっていました。しかし、今回の本部の構成をもう１回考

えていく中では、この４つの専門部会については、新しい大綱、計画をつくっていく

段階は、当然、関わっていくわけですが、実施段階に移りましても、この体制でその

推進を図っていくと、改革の推進を図っていくということで考えております。以上こ

のような形で、４つの専門部会でございます。まあ、４つの専門部会に対して１つず

つ方針を出していただいたらどうでしょうかというのは、事務局の１つの案でござい

ますので、あくまでもこれは、委員会としては、例えば、方針を２つぐらいで大きく

分けたいとか、３つぐらいとかいうことでも構いません。実際に作業段階に入ってい
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くときには、推進本部の中では、この４つの専門部会に事務局の方で振り分けていっ

て作業するという形になりますので、どうぞその辺をよろしくお願いいたします。以

上です。 

 

○福本会長 

今ですね、中間答申の内容の検討ということで、今、説明がございましたが、まあ

あの、前回ですね４つの専門部会の了承を得ております。財政専門部会、行政運営専

門部会、組織機構専門部会、それから施設専門部会ですね。この４つの専門部会の立

ち上げの了承を得ております。今回はですね、右の方にちっちゃく、こういろんな基

本目標と言いましょうかね、項目がございますけども、そういった所がですね具体的

な内容になってくると思っておりますので、そこら辺をですね集中してご意見を拝聴

したいと思っておりますので、ご意見のある方は挙手でお願いいたします。 

はい、川野委員さん。 

 

○事務局 

本日は、マイクを持ってまいりますので。 

 

○川野委員 

今あの、４つの基本方針ですかね。お話がありましたが、その前に確認でございま

すけども、前回の第３次の行政改革の検証結果等を見ると、前回、前々回、話があり

ましたが、合併が進むという状況の中で、そこまで至らなかったという場合がありま

したが、そういうことを含めて再度確認するとですね、今回の行財政改革の、この委

員会を立ち上げたわけですが、将来、この５年の間に合併という問題が出来たときに、

やはり前回と同じようなね、合併の作業事務が出ますから、そういうことで、また前

回と同じようなですね、流れになるんではないかという危惧を持っております。そう

いうことを全く関係なしにですね、合併の話があろうがなかろうが、鞍手町の財政的

な危機的な財政状況がありますけども、そういうことであるならば、やはり痛みを伴

うようなですね、やはり、小泉首相がよく言われますが、聖域なき構造改革。このよ

うにおっしゃっておりますが、マネするわけではございませんが、そのくらいぐらい

の気持ちでですね、この行財政改革を取組まなければいけないんじゃないか。そこら

辺のことを、ちょっと再確認の意味で初めにお聞きしたいと思います。 

 

○諸冨室長 

あの今、川野委員から非常に厳しいご指摘の部分だろうと私ども受け止めておりま

す。あの、前回の３次につきましては、私ども、合併が最大の行政改革の効果がある

という形で進めてまいりましたことからですね、確かに停滞したというのは非常に反

省いたしております。今回の４次につきましてはですね、当然あの、合併する、しな

いにしましても、このことは、やっぱり露払い、合併するための１つの露払いのもの

だろうと考えております。それはあの、このことは、もう前回、財政シミュレーショ

ンの中で、５年間で２５億という大きな財政の危機を感じる部分がございますので、
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これは、やっていかなければならないという気持ちでですね、取組んでいきたいと考

えております。そういう形で、今回の場合は常設でですね、それぞれの専門部会を作

りまして進めていくような形で考えておりますので、そのあたりのご理解をいただき

たいと思います。以上です。 

 

○福本会長 

どうぞ、ご意見を。はい、宮崎委員。 

 

○宮崎委員 

えっと、今、合併に絡む質問というか、そういうことだろうと思いますが、私もこ

れについては、なんといいますかね、大事なことやないかなという具合に思っており

ます。で、昨日もある人とちょっと話をしたんですが、もしそういうふうなことが考

えられるなら、例えば、直方市、あるいは小竹、あるいは、まあ宮田と若宮は、こう

いうことを今やって無いんじゃないかと思ってますが、合併のことで一生懸命でしょ

うから。あるいは小竹とか直方市あたりも、行革のこういった検討会というか、そう

いうものができてるんじゃないか。そうすると、そういうところのですね動きも、私

はやっぱり大事なことではないかなと、そういうのをやっぱり多少といえども、資料

なんか取り寄せられればですね、直方どんな動きしてるんだ、ということを見ること

によって、この委員会もですね、そういう所にポイントが必要であれば、そういうこ

とを考えていく、検討していくということも大事だと思う。まあ、私は社協の立場と

してですね、直方の方とも、いろいろ連絡を取りながらやってるんですが、そういう

中で資料がもし、直方の社協の方で、資料がそういうものがあれば、是非取るように

ということは、うちの職員にも話はしております。このあたりはですね、そういうこ

とをどんどん取り入れすぎて、じゃあ鞍手町独自のものが無くなるようじゃまた困り

ますんで、そういうことの無いようにするためにも、逆に言って、そういう資料が大

事ではないかなという具合に思います。まああの、今度、仮に合併が出たら、皆さん

ご存知のように、県の指定といいますか、指令というか、そういうことでくるわけな

んで、否応なしの面が、私はかなりあるんじゃないかなというような気がいたします

ので、この委員会としてはですね、やっぱりあの、今度、合併の暁にも、十分それに

耐え得るというか、そういうものをやっぱり考えながらやっていかないといかんのじ

ゃないかなというような感じはしております。まあ、その辺り事務局の方でも、資料

の問題については、ご検討いただいておけばいいんじゃないかなと思います。以上で

す。 

 

○事務局 

只今のご質問についてですけれども、直方市、小竹町の動きということなんですが、

小竹町についてはですね、やはりこういった住民の方を入れた委員会を立ち上げると

いうような情報は聞いておりますが、まだ具体的に立ち上がったかどうかはちょっと

確認ができておりません。直方市につきましては、すでに行革委員会が立ち上がって

おりまして、４回ほどだったと思うんですが会議が開催されております。そして、う
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ちと同じようにですね、ホームページの中で、議事録あるいは資料の公開がされてお

ります。それでまあ、そのパソコンで見ていただける方についてはですね、そういっ

たものから見ていただく、あるいは印刷して打ち出して、見ていただくということも

可能だと思うんですが、かなりのボリュームのある、やはりあの議事録１つにとって

も、１回分が３０ページ位あります。それでまあ、ちょっとお配りするといっても、

なかなか大変かなという気もしてるんですが、ご希望があればこちらの方で準備をさ

していただきたいと思います。以上です。 

 

○福本会長 

他には。はい、亀井委員。 

 

○亀井委員 

えっと、今から発言をしますが、まずあの行政運営専門部会、この前１７の資料の

中に協働関係ということで、２つ項目が入っております。このことについて、特にこ

れを中心にして見ていきたいというふうに思います。このことは、その下にある組織

の職員関係ということで人材の育成とかですね、それからやる気の問題とか、そうい

うものといわゆる関係をしますので、先ほど事務局の方で、これに取組む決意のほど

も聞きましたので遠慮なく言わしていただきます。じゃあ、まず最初にですね、えっ

と資料のですね、鞍手町の大綱の部分ですが、資料１１ですね。その中の行政改革の

基本的な考え方というところがあります。その中のちょうど真中ごろなんですが、社

会経済情勢の変化や多様化する行政需要に対応するとともに、地域の総合的な行政主

体としての個性と魅力あるまちづくりの実現、ということで、そのあたりは１０年前

からこの話を聞いておると思うんですが、やさしさと躍動感あふれる快適生活拠点都

市鞍手、とこういうことで、表現としては非常に夢とロマンを感じるようなですね内

容なんですが、実はこの具体的にどうなんかというのがわからんのですよ、私たちは

はっきり言って。確かに中身は一辺ずっと読ませていただきました。これを実現する

のはたいしたものやなと、というふうに思っておりました。そういう意味で非常に夢

がある。そして、むしろこれから行政改革、財政の推進委員会が開かれておりますが、

ここの課題はこれにつきるんじゃないかと私は思っています。極言すればですね。そ

ういう意味で、まあこの辺について若干意見を述べさしていただきたいというふうに

思っています。今、全体として、日本全国ですね、地方分権の動きと連動して、地方

自治体の中にも、住民参加型の行政を重視するという動きが目立つようになってきて

います。国、地域、個人それぞれの価値観とに基づき、新しい地域社会の形成につな

がる想像力豊かな実行力が求められる時代が到来しているというふうに私は思ってい

ます。そういう意味で、あの、住民参加型の町政ということが、今、１番行政改革を

する上でのキーワードというふうに思っています。そこで住民と行政、それから住民

参加のまちづくりという視点からですね、その問題を捉える必要があるんではないか

というふうに思っています。その具体的な内容としては、住民の行政への参加。それ

から、これはもちろん当然責任も伴いますし、それから協働という、この３つではな

いかというふうに思っていますんで、参加とは言いっ放しではなく、責任ある立場に
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自らを置くことではないだろうかというふうに私は思います。行政側は計画を練り上

げる過程でも、知り得た情報を全て公開をするということが原則ですし、住民、地域

住民の声を組み上げる努力が欠かせないのではないかというふうに私は思っています。

そこで、先ほど２ページの中で言いましたように、このまちづくりはですね、どう鞍

手を実現するのかということで、非常に細かくあの内容みたら書いてますよね。あれ

をどう実現させるかというですね、いわゆる実行をどう図っていくのかということが、

今もう既に問われておるというふうに言っても過言では無いように私は思っています。

そこで、住民側からの、あの、これからのですね時代は、従来からのルールとかです

ね、慣行、手法からですね、抜け出せない指導者を持つ自治体と、明るい新しい時代

に挑戦していく指導者との間には、当然、行財政改革に差がつくだろうというふうに

私は思っています。そういう意味では、不退転の決意でですね、この行政改革に取組

むということが、今、私は求められておるだろうというふうに思っています。そこで

必然のこととして、住民側も指導者任せ、行政任せでは自主的、個性的なまちづくり

が難しいというふうに私は思っています。地域づくりの主役である住民が主体的に参

加し、行政も住民や企業の人材と知恵を生かす、官民協働のネットワークづくりに取

組み、鞍手町の将来像をどう描くことができるか、住民、行政、議会の構想力と実行

力が試されていると私は思っています。これが新しい時代を迎えて、そういう時代を

迎えているだろうというふうに思います。そこで、我々としては既意識と改革意欲の

うねりが２１世紀の新しい鞍手町と、住民自治のあり方を構築していく展望を切り開

くということが非常に私は大切だろうというふうに思っています。これから先はです

ね、あの、立派な計画大綱、それから実施計画ですね、これが作成されても、それを

どう、いわゆるある程度期日を決めてですね、１つひとつ実現させていくということ

が私は大切ではないかというふうに思っています。そこであの、もうちょっと長くな

りますが、話をさせていただきますけど、先ほどの、行政への住民参画に関すること

なんですけども、具体的にそういうのを申しますと、１つはですね、進んだ先進地の

自治体の中で色々調べてみたんですが、あの色々な事業を展開する企画、立案する段

階でですね、住民側が参加できるというような、１つは、住民参画のですねシステム

を、１つは作ることが必要ではないかというふうにご提案申しあげたいと思います。

具体的にどういう形で、どういう構成をしてですね作るのかというのは、また議論の

あるところでしょうけども、その辺を１つお願いをしたいと思います。それから、行

政と住民の協働、コミュニティの関係ですけども、この体系では、新しい地域社会を

形成など、地域が抱える課題をですね、地域住民同士が交流を通して共有し、行動を

起こしながら、自立した個人と活気ある新しい地域づくりに参加を求めるということ

が１つは狙いであります。そこで、地域づくりのビジョンを示し、ともに議論し、知

恵を出し合い、行動しながら、人と人とのコミュニケーションの大切さ、素晴らしさ

を学びなら、生き生きとしたひとづくり、心の通う地域づくりの実現をさせていくた

めに、住民１人ひとりが身近なことから協働していくことが、私は１番大切なことで

はないかというふうに思っています。それでですね、そういうシステムを作りながら

ですね、その中に行政さんもですね、当然参加をしていただくということになろうか

と思います。そのことを通じてですね、そういう実践を通じて住民もそうですが、そ
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れから、行政の職員の皆さん方もですね、そういう実践を経験する中でほか、私は基

本的には意識は変わらないと思ってるんですよ。そういう意味で非常にいくつかので

すね課題を解決をする上では、これを実践、是非してもらいたいというふうに思いま

す。あまり長くなりますのでやめます。 

 

○諸冨室長 

今、ご紹介いただきました２ページの関係のですね部分は、これはあの私どもが平

成１３年に第３次総合計画を策定いたしました。それの基本に関わる部分のですね、

お話があったわけでございます。当然あのその部分、あっ、後期の基本計画ですね。

平成１３年から５年の後期の基本計画の基本になる部分のお話がですね、今２ページ

のやさしさと躍動感あふれる快適生活拠点都市鞍手という、そういうものを目指して

いきたいといった形でですね、この今日、行革の中の委員さんの中にも、この３次に

参画いただいた方もおられると思います。そういう形でですね、鞍手町が将来、どう

いうふうにまちを進めていくか、つくっていくかという形の部分でされた部分と思い

ます。であの、まず亀井委員から２つのですね質問がありました。１つは、住民の参

加がどのような形、この行革の中でですね、参加がされていくのか。ある計画、皆さ

ん方に計画を立てていただいてですね、その計画なり、実施計画をどういうふうに進

めていくかというものはですね、この前、あの私の方から資料を出させていただきま

した、機構図だったかな。資料の１をちょっと見て頂けると、少し参考になるのかな

という気がいたします。これは、第４次行政改革の体制図という形のものがございま

す。それであの住民がですね、この行革なりの大綱や実施計画ができた時のですね、

じゃあ次のフォローですね、どういう形でフォローしていくかというのは、まず職員

につきましては先ほどお話申しあげました。専門部会等で積極的にフォローをしてい

くと、で、行政改革の成果を十分に出していくという形をやっていくという形で考え

ております。それと住民側におきましてはですね、資料の右側の下の方にあります、

住民提案制度、パブリックコメントの制度を作りながら、また職員の中にも意見はあ

ろうかと思います。そういう職員の提案制度という、この２つのですね制度を使いな

がらですね、行政改革、住民参画の方策を考えていくのも１つの方法かなぁと、いろ

いろ方法はあると思います。まあ、１つの方法で進めていかしていただきたいがとい

う形で、まずこの委員会が始まる前に私の方から提案させていただいたものでござい

ます。それと２点目にですね、これは少し私の方が、この委員会の中でですね、協議

をするべきことかどうかというのをちょっと考えます。と言いますのは、これはです

ね、私どもこの委員会の行政改革と並行してですね、第４次のですね鞍手町総合計画

の策定を考えております。その中でですね、少し取り上げていく部分かなぁと危惧は

いたしております。ただ、今、亀井委員の言われる部分につきましては、十分私ども

事務局サイドとしてはですね、そのことを考えながらですね、今回の行革の中に生か

していければという考えを持っております。また委員の方々も今の意見を聞いていた

だきましてですね、十分にその辺りを生かしながら進めて行かれたらどうかという考

えを持っております。以上です。 
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○福本会長 

よろしいですかね。はい、どうぞ。 

 

○川野委員 

今日はあの、１つの専門部会に１つの基本方針をという話がこの前もありまして、

大体１２３４、前回も出ておりますが、大体私はこれで妥当じゃないかと、言葉とし

てはですね妥当ではないかと思っております。全体でこの頭にですね、やっぱりあの

言葉はどうかよくわかりませんが、聖域なき構造改革とかですね、聖域なき行財政改

革とかいう頭に変えていただいてですね、そしてこの１２３４、前回出された基本方

針を再度踏襲してですね実施する。そして完全にやり遂げるということがいいんでは

ないかと、私は個人的にそういうふうに思っております。 

 

○福本会長 

はい、榊原委員さん。 

 

○榊原委員 

榊原でございます。私は、この４専門部会の役割というものについてお尋ねをした

わけでございますが、それについてこういった資料をいただきまして、まあ、ありが

たく思っておるわけですが、その前に第３次のいわゆる改革大綱の中で、平成１７年

度のいわゆる鞍手町の人口予想を２万７０００人という数字が書いてございます。で、

これは、非常に大きな意味を持っておるというふうに考えています。２万７０００人

という数字の根拠、どういう予想をして２万７０００人という数字を吐き出したか、

その根拠をちょっと、まず第１に、本当はもっと早くお聞きせなきゃいかないような

ことでしょうが、ちょっとお聞きしたいというふうに思います。 

 

○福本会長 

えっとですね、ご質問の内容がですね、ちょっとあの後先になっておりますけども、

事務局、答弁できますか。 

 

○諸冨室長 

今の２万７０００人のですね、将来の目標人口という形のものでですね、お尋ねだ

ろうと思いますけど、これは第３次総合計画の中でですね、色々なものを、例えば、

箱物とかですね、そういった福祉とかいう形の部分の施策をしていく時にですね、将

来人口をまず定めてという形のものであるわけでございまして、まあ当時の設定がど

ういうことでなされたのかというのは、今日は資料を持ってきておりません。できま

したら、次回の委員会の中で、その辺りを述べさせていただきたいと考えております

が。今手元にもっておりません。 

 

○榊原委員 

できるだけ早く、次回の委員会までじゃなくて、ちょっと早くお知らせいただきた
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いというふうに思います。といいますのは、これがいわゆる町の色々なものの、計画

の基礎になってるんじゃないかなと。そうするとこれからの高齢者あるいは高齢化と

か少子化とかいう中で、やはりこの人口がどうなってくるのかというのが、非常に大

きな１つの鞍手町の将来計画、あるいは今ここで我々が検討する行財政改革の基礎に

なるものじゃないかなというふうに思っておりますので、１つ早くお願いします。そ

れからもう１つ、この４専門部会において、私たちが本当に方針とか目標を定めるに

ついて、やはりバックデータが欲しいということで、我々はあの事務局の方にお願い

をしたわけですが、やはり早急に今、そういった資料をお出しできないというご返事

をいただきまして、私たち、私自身は、やはり目標というのを、ある意味で数値化し

てお出ししなきゃいけない。あるいは数値化して目標を定めるべきだというふうに考

えてるわけですけれども、その数値は検討することができなかったということです。

で、特にまあ、お金に関する、あるいは経済効果に関する問題をやはり、どうして採

算を合わしていくかということで、非常に大きな問題であり、この行財政改革の、ま

あ基本だと思いますけども、その目標数値を申しあげることや、提案することができ

ないということで、非常にまあ、私自身が残念に思ってましてね、まあ、こういうこ

とで、中間答申が決まっちゃっていいんだろうかという思いがしておりますので、本

来からいえば、もう少しそういった資料をいただきながら、時間をかけてこの方針な

り目標なりを決めるべきじゃないかというふうに思っております。それから、まあ、

この専門部会の、この取扱う内容と、それから、いわゆる総務省の出しておる指針、

これが必ずしも整合するようではないんじゃないかな、抜けてる部分が多々あるんじ

ゃないかなという気もしておりますので、例えて言えば、公社の健全化とか、あるい

は公営企業の健全化とか、そういったものをどこでどう検討してくるのかということ

やら、あるいは適正配置ということが書いてございますが、定員管理というのは、い

わゆる義務的経費をどうするかという観点からの適正配置ということの見直し、こう

いったことが入るのか、入らないのかよくわかりませんけども、そういう意味で、少

し漠然としとんじゃないかなというような気がいたします。ですから私としては、本

当に残念ながら、方針なり目標なりをここで提案したかったわけですけども、資料が

早くいただけないということで、もう少しこの検討には時間をかけて、しっかりした

ものをお出しする方が、この委員会としては、責任ある中間答申ができるんじゃない

かなというふうに思っています。以上です。 

 

○福本会長 

他にございますか。はい、有松委員さん。 

 

○有松委員 

先ほどあの、亀井委員からですね、第３次鞍手町の総合計画、新しいまちづくりの

ですね中からそういうのありましたけども、この中にですね、キャッチフレーズとし

てハートフルステーションくらてと、私はこのキャッチフレーズをですね、非常に感

銘を受けております。であってですね、であの、心暖かさと思いやりのある快適な定

住地というふうに私は解釈をしております。では、我々に、委員に諮られたですね、
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これは理想かも知れんが、新しいまちづくりをですね積極的に進めていく重要なポイ

ントをですね、今の話から、過去２回、確か集約してみるとですね、まああの、積極

的な行財政改革の推進ということと、これはさらに踏み込んだですね改革を進めてい

くべきであると。２つ目は、今、協働という、この住民との協働ということですが、

これは公的サービスというのはですね、行政の独占物ではないと私は思っております。

町民と協働してですね見合う時代になっとるというふうに解釈をしております。その

ためにはやっぱり新しい仕組みをですね考えて、様々な試みを行っていく必要がある

と思っております。３つ目は、地域自治組織の活性化ですね。この中でもありますけ

ども、町においてはコミュニティーの育成と強化を図るべきであると、以上３つを思

っています。具体的にはですね、１番問題になるのは、財政改革だと思っております。

健全な財政を構築するという意味においてですね、まず歳入です。今、この資料の１

７がですね、非常にその、まあ部会を、各部会を書いておりますが、これもすなわち

基本方針と基本目標がですね書いてあるようなものです。この中でですね、特に歳入

については、細かいことですが、行政財産の使用許可、施設の維持管理費とかありま

す。例えば、鞍手町においてはですね、行政財産の中に自動販売機が各施設でありま

す。ここの役場もありますし、センターもあります。福祉センターにも鞍手駅にもあ

ります。中央公民館もあります。それのですね使用料、使用料ですね。使用料とか、

電気代とか水道代、そういうやつをですね、どのくらい町に徴収されようのだろうか、

ということもやっぱり、そういうことについても徹底してやるべきではないかという

ように思っております。それと学校給食がですね、学校給食の未納があります。これ

についてもですね、歳入のとこで、指導をやっぱり強化する必要があるんじゃないか。

以上が歳入の件です。歳出についてはですね、まず、義務的経費ですね、義務的経費

を削減。まああの、１６年度の当初予算からいくとですね、４４．４％は義務的経費

になっております。まあ、直方は６１．３％というふうになっておりますが、この検

討をですね、削減についてですね、数値目標を、先ほど数値目標の話がありましたが、

何でも見直しという気持ちで、やっぱり数値目標を示さんことにはですね、これが１

番大事じゃないかと。ただ見直し見直しということじゃなくしてですね、町民の皆さ

んに判りやすいのはやっぱり数値目標を示していただくということですね。それから、

経費の節減ですが、まあ議員さんも居られますが、私は、特別職の給与とか、あるい

は議会の議員のですね報酬、それから退職手当をですね、これを見直しについてはで

すね、やるべきだと思っております。現在、議員定数に関する特別委員会において、

定数と報酬についてですね、今、調査研究されておりますが、この中でですね定数の

問題については、議員定数１７名を何名削減するとかいうことがですね出てくると思

います。まあ削減するのはですね何名されるか、これは議会の話ですから判りません

が、削減してですね、果たしてその削減した場合にですね、町民の声がですね、我々

議会に反映されるのかということもですね、懸念しております。確かあの削減すると

報酬は減るからですね、それは減ると思いますが、まあその点についてはですね、議

会の話ですからあまり深入りはしませんが、その点は今後の研究、調査研究するとい

うことですから、よろしくお願いします。まああの、職員の、職員と言いますか、そ

れからあの各種手当ですね。色々ありますけれども、政務調査費とか視察費、それか
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ら費用弁償とか、それから議長交際費とかありますが、これからやっぱり特別職につ

いてもですね、今、特別職の方も、町長以下特別職がおりますが、できれば兼務をす

ると、兼務できるところはですね、特別職を兼務するというようなこともですね考え

ていただければいいと思います。確かあの、職員の俸給についてはですね、鞍手町は確

か、私は低いと思っております。ラスパイレスが９０．８％だと伺っておりますが、それ

に関して調整手当が約２％ですね。平均１人が２％。それから、時間外手当というように

なっております。まあこれを見ますとですね、調整手当が平均ですが６５６４円、それか

ら、時間外手当が１万４１００円、１人平均２万７５７円という数字になっておりますの

で、まあこの辺と、この９０．８％のですね関連もあると思いますが、やっぱりあの、こ

ういうお金はですね、我々の町民の尊い負担で、給料を得ているということをですね、改

めて肝に銘じる必要があるんじゃないかと私は思っております。以上です。 

 

○福本会長 

あの１番最初のですね、町長から諮問を受けたときですね、思い起こしていただき

たいと思いますけども、議会関係については、諮問を受けておりません。それで、こ

の場でですね、行財政改革の推進委員会の中で、審議は一応外すべきだと思います。

まあ、貴重な意見でございますので、定数削減の委員長もおりますので、きちんと今

のですねご意見を受け止めてですね、これからの定数削減の委員会の中でですね反映

していきたいとそういうふうに思っております。今あの、非常に貴重な意見をいただ

きました。大変あの具体的なですねことまでいただきまして、本当に心からお礼申し

上げます。もう少しですね、この具体的な内容、あるいは付帯的内容ですね、こうい

ったものをですね。 ～マイク調整～ であの、もう少しですね具体的な内容、ある

いは付帯的な内容につきましてねご意見をお伺いしたいと思っております。それであ

の、中々あの分かりづらいでしょうから、上の方からまいりましょうか。財政専門部

会がありますよね、そのですね右の方にちっちゃな項目がございますけども、そこの

項目のですね中で、まあご意見、あるいは対案と言いましょうか、そういったものが

あればですね、お願いをしたいと思いますが。財政専門部会の中でですね。 ～マイ

ク調整～ もう一度ですね、皆様にお願いしたいと思いますけども、今の４つの部会

がございますよね、目標がございますが、そのですね１番上ですね、財政専門部会、

この部会の中でですね、右の方にこうちっちゃな項目が沢山ございますね、税、使用

料とか各種補助金とかですね。こういった事から聞いていきましょうかね。順番で、

上の方から順番を決めていきましょうか。はい、じゃあこの財政部会の中でですね、

ご質問あるいは対案がございましたらご意見を拝聴したいと思っておりますが。はい、

添田委員どうぞ。 

 

○添田委員 

その前のことで、少しだけ意見を言わしていただきたいんですが、先ほど亀井委員

さんがおっしゃった、その主張といいますか、考え方と言いますか、これはですね、

この会にとって、今、提案をされてる諮問に対する答えとしてですね、非常に大切な

ことなんですよね。この基本的なことに立ち入ってるわけなんです。で、それを無視
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して細かいことに触れるというのは、先ほど有松さんがおっしゃったように、非常に

細かいところに入っていっちゃうわけですよ。その、そこまでいくのかどうかってい

うのは、ちょっと私、まだ疑問があるということ。大筋どこまでを認めていくのか、

具体的に物事をやらなきゃいけないのはあたりまえなんでしょうが、ただ１つだけで

すね、皆さん方というか、私も認識しないといけないんでしょうけども、言ってるん

ですが、残念ながらですね、いろんなことを言われるために、町民の協働的な、その

賛同といいますか、そういうものに対するリーダーがいない訳ですね。基本的にリー

ダーがいない訳です。誰がそういうものをまとめて、誰がそういう運動に引っ張って

いくかと、というそういうシステムもなければ、今リーダーもいないと。そこにちょ

っと弱みがあるかなと。正直言って。例えば、亀井委員さんが言ってる、その裏にあ

るものが、町のいろんな機関の中で、例えば、ボランティア協議会なのか、区長会な

のか、老人会なのか、婦人会はありませんが、そういう社会福祉協議会を主体とした

会なのか、そういうところがあるので、リーダーが出てくるのかとか、非常にその厳

しいといいますかね、難しい問題だろうと思うんですよ。あるいは商工会。商工会は

商売に専念するから、そんな暇は無いと言われるとおしまいになっちゃうし。これ先

ほど榊原さんがおっしゃったように、基本的なものは人口の問題もあるし、じゃあそ

の人口像をどこが、誰がどういう形で推定していくのか。これはまあ、行政の企画関

係で考えられるわけでしょうけども、その根拠はどこだと言われると、なかなか、は

い、そうですかっていう答えは出てこない。だから議会の方はちょっと触れませんけ

ども、ようはその、今議長が提案されたように、専門部会の上から１つずついきまし

ょうか、となると非常に細かい問題になってきて、目標を設定する、例えば、税や使

用料といいますと、税についてどういうふうに判断していくか、使用料というのは何

と何があって、こんだけあって、その使用料が妥当なもんかどうかというのは、使用

料を上げれば、手数料上げれば、歳入は増えますよと。税を上げれば増えますよと。

これはすぐわかりますよね。じゃあいくら上げるんだって。それは町民のその賛成を

得られるのかどうかっていうことになると、これは別問題になってくる。そうすると、

近辺の自治体と照合してですよ、例えば、隣の町がいくらいくらだから、うちもこれ

にします。それじゃその、何のためのね、協議か分からなくなっちゃう。じゃあ比較

表を全部持ってきて、近くのやつも全部持ってきて、その中で平均点取ろうかという

のと全く同じになっちゃうんですね。そういうふうなことになるから、ちょっとそこ

ら辺のところをですね・・・。 

 

○福本会長 

ちょっといいですか。あのですね、あの１番細部にわたっての税率まで含める必要

はございません。中間答申のですね、先ほど言いましたように中間答申のハードルを

超えなきゃならないということを、私今日あいさついたしましたけども、町長から諮

問を受けております。それは行財政改革についての諮問なんですよ。で、亀井委員さ

んのご意見を、あのまあ、何と言いましょうか切り捨てるとか、そういった問題では

ございません。ただですね、地方自治をするにはですね１０年間でですね、こういっ

た基本目標が設定してあるんです。必ず市町村には。必ず市町村にはこういった総合
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計画というものが必ず設定してあるんです。で、これに向けて行財政運営をしていく

わけなんですよ。で、５年ごとの見直しがあるわけですね。前期と後期の中で５年ご

との見直しがございます。来年、これが今、第３次になっておりますけども、第４次

の総合計画を作らなければならないわけなんですよ。これはあくまで行財政の運営を

するための計画です。で、我々が受けておるのは、諮問を受けておるのは、これより

先に進んでですよ、これじゃないんですよ。こういった中での総合計画の中でのです

ね、行財政の改革、そこを諮問を受けておるわけなんですね。総合計画について諮問

を受けておるんじゃないんです。だからいかに、これからは町の単費で財政運営をし

ていかなければならないから、そういった時についてはどういうふうに財政の改革を

して、そして、赤字経営にならんようにするかという、これが第１義なんですよ。そ

れは１番当初、私がお話をさせていただきました。ですから、町長が７月ぐらいには

ですね、中間答申を、行財政改革の中間答申ですよ。１番最終の決定じゃないんです。

中間答申の骨組みを出してくださいということでございましたので、私は今日ご説明

したようにですね、中間答申のハードルを超えなきゃなりませんということで、それ

でこないだですね、この資料の１６ですか、４つの基本的な目標は、部会の４つを承

認をしてもらったわけなんですよ。それをまた、前に戻ってこういくというのは、な

かなかハードルが超えにくいわけですから、だから次のですね、段階にですね、そこ

に４つの方針が決まりましたので、後はこれの骨組み、そして、１番最終的には骨組

みプラス枝葉をつけないかんわけなんですよね。今日は枝葉までつけることはできま

せん。当然まだ期間も短いですから。ですから今日は、中間答申を、ハードルを１つ

超えるような骨組みをですね、具体的な骨組みをお願いをしたいということを、皆さ

ん方にお願いしておるんです。何も皆さん方のご意見を拝聴して、その、しらんふり

とか、そういうことではございません。ただやはり１つのですね、行財政改革という

目標に向かってのですね大義ですから、これに向かってですね議論をしていただきた

いなというのが私の議事進行の役目でございますので、そこら辺をどうぞですね、ご

理解をしていただきましてね、中間答申、今日で中間答申が決まればいいでしょうけ

ども、いや、もう１回、１、２回ですね、する必要性もあろうかと思います。それで

今あの、貴重な意見が出ましたので、一応、暫時、ここでですね暫時休憩をいたしま

して、どうもあの、行政の方もですね、素案というのが持っておるようでございます

ので、そこら辺をですね、１つ確認をしていきたいなと思っとります。一応、１０分

間、暫時休憩いたします。 

 

暫時休憩 

 

再開 

 

○福本会長 

よろしいですか。それでは会議を再開いたします。その前にですね、あの今、第３

次のですね総合計画を・・・。えっとですね、今、配っておるのがですね、町の総合

計画ですね。それの後期５年分です。それにですね、そういった目標の中で、行政運
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営をしていくんですよと。で、さらなる今度は行財政改革ですから、そこは行財政に

つきましての審議をしたいと思っとりますので、議事進行をさせいただきます。はい、

どうぞ小島委員。 

 

○小島委員 

また元の方に戻っていくかもしれませんが、あのですね、この財政専門の歳入歳出

の関係なんですけれども、歳入を図るということは、私たち短絡的に税金を上げると

しか思わないわけですね。で、今の状況でいったら、歳入を図るための何かがあるか

といったら、多分無いと思うんですよね。新しく企業誘致とか色々あるかもしれない

けれども、そういうのに対しても色々、今度出る方があったりして、多分できないだ

ろうと思うし、ということになるともう必然的に入るがないんだったら、出す方を減

さないとバランスがとれないと思うんですよね。そういうのを図るような何か努力を

した方がよろしいと思うのは、皆分かってあることだろうと思うんですけれども、そ

やきといって、何でも減らすわけにはいかないだろうし、じゃあ減らすところはと考

えたら、今さっき、なんか出てましたけど、あまり関係のないところの分ぐらいしか

ないかなと思うんですが。そこらへんを１つ、そういうふうによろしくお願いしたい

んですが。 

 

○福本会長 

はい、宮崎委員。 

 

○宮崎委員 

私はこんなふうに考えておるんですがね、この、今、皆さんと一緒にこうして検討しよ

りますけれども、基本的にですね私はこう考えるんです。あの、例えば、私どもは大体何

ができるのか。例えばここのメンバーでですよ。私どもは何ができるのか。行政に要求す

るのも、これ今からこれすることになるんでしょうけども、まず自分たちは何ができるの

か、何を提供できるのか、ということを考え合わせながら、それでしないとここに出てく

るのは、町でこうして欲しい、ああして欲しいということでしょうから、まぁその中に、

それじゃあ自分が何をしましょうか、何をして欲しいというのか、こういうことも併せて

やらないと、行政の、今、小島さんがおっしゃったように、入る金はこれだけ、出す金は

これだけ減さなきゃいけないというようなことではね、ちょっと夢がないというような感

じがします。で、例えば、今７０億とか６０億の予算を組まれておるわけですけれども、

それをいかに有効かつ、活性化に向けて使えるようにするのかというようなことが大事な

１つの考え方ではないかと、まぁ、私的な話で甚だ申し訳ないけれども、私は区長を今１

１年目しようわけですけれども、ここに来てですね、ここ２、３年、特にやっぱりあの、

大変財政が厳しいというのか、そういうことだろうと思いますが、地元の意識をですね、

私は喚起を進めております。１つには、一昨年から、３年ほど前から、学童歩道を、学童

が通学する歩道を、是非作ってほしいということを申し出ました。そしたら役場の方から、

これは県と話をしてやろうやないかということで、そうすると今度は役場の方から、区長、

あの地元の了解を貰うてくれと、そら貰おうと貰ってきました。そしてその次に役場の方
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から、宮崎さん、区長あの、皆さんから仮の契約を貰ってくれんかということで、そらや

っぱり役場の仕事やないか、といって私は一時は跳ね返したけれども、でもやっぱり、ま

ぁ１１年もしてたら役場の中の事が多少わかるんで、そうか、それじゃあ私が判子貰って

きてやろうと、十数軒の家を廻ってですよ判を貰いました。皆さん協力していただいて、

わずか３時間ぐらいの間に、十数軒の、たまたまこれが地元の農家の人ばかりでしたから、

まるくいきました。そしたら、その裏付けでもって県に交渉したら、県からすぐ補助金が

ということになりました。これはですね、昔と、私が十数年前と、１０年前くらいと、今

と、随分違うなというな感覚を持っとります。それから、そういう中で、木月の場合は、

今、５０歳前後の若手をですね、十数名集まって色々毎月１回飲み会をしながら、村の事

を色々話をしてるわけですけども、この前、木月には郵便局が移転しました。そのそばに、

いわゆる河川敷があるわけですけども、ここに河川敷を埋め立てたばかりですからドベド

ベなんです。じゃあ何とかしようやないかというような話になった。それで役場に相談し

に行って砂利を貰いました。１０立米で、２０立米ですか、大型トラック２台。それをま

た、今度は地元の若手、いま言いましたメンバーに語りかけて、そして、これをきれいに

撒こうじゃないかということで撒きました。それから今ひとつは、水路とか農道とか、そ

ういったものをやっぱり地元の皆さんが出て、そして、そしてそれをきれいにする。先日

も３箇所ほど水路の清掃をしました。これは地元の人たちがジュース代やら何やら自分た

ちで出して、そして水路をきれいにする。昔のことは木月の場合は、農家がほとんどでご

ざいましたので、農家の人が皆出てやっとったけれども、最近は農家がほとんど少なくな

ってきました。なんで農家の農道まで、あるいは町の道路までしなきゃいけないかという

ような声がしきりに出てくるわけですけれども、自分たちのまちは自分たちで守ろうやな

いか。それでなければ税金を余計出さないかんやないか。税金出してやれば、業者はちゃ

んとして掃除すると、というようなことで、今度また近いうちに役場の方から、ちょっと

あそこに草が生えてるがなんとかならんやろうかということで、今度、明日、明後日です

か、土曜日また若手を集めて、こんなふうな要望があってるが、どうだろう、皆でやって

くれるか。というような事を話をしようと、２、３人の者に話したら、それは区長やろう

やないか、というような声が出ておりましたので、土曜日また図ってやる。ほとんど左様

に、我々が何ができるか、今度また学校のですね、小学校の私、育成部会の部会長をして

ますんで、学校に行って、学校のまぁ、ここには古月小学校の全区長とか、それから、公

民館長とか全部集まるわけですけども、学校何ができるかということを検討しようやない

かと。昔は私ども子どものときは自分たちで草取りをしたり、運動場の石ころを拾ったり

してきれいにしてた。今はどうでしょう。まあ、こういうことをですね考えたときに、子

どもでもできる仕事、小学生でもできる仕事、ＰＴＡができる仕事、いろんなことが私は

あろうと思います。こういうことを併せ持ってですね、行財政改革に取組まないと、私は

大きなことは、さっき添田さんがリーダーがいない。とかいうことがありましたが、大き

なことにはできないでも、小さい自分とこの、自分の住んでる周辺のことについてはです

ね、私はそんな大きなリーダーシップが必要でない、ずっと長いことお互い住んできとる

わけですから、私はそんなにね、ただ、問題提起をすることによって皆がどう考えていく

か、というようなことやないかと思います。私はそんなふうに考えておりますんで、これ

からは、この行財政改革の答申を作るにあたってはですね、基本的には、自分たちには何
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ができるかということを常に考えながら、行政がしなきゃならないもの、あるいは我々が

やってやれること、ということを併せ持ってですね、私はこの検討を加えていく必要があ

るんじゃないかと思います。そこで、今の、その出ております専門部会のことで、財政部

会のことですが、例えば、手数料の収納率の向上ということがありますが、これは何％上

げたらどうなるのかっていうことでしょうが、例えば、収納率が８２％とか、９０％とい

うことであれば、それじゃあ１０％、その残りの１０％、未収入の１０％に足して２％く

らい上げたらどうか。そしてその次は、また１％上げていくというような、そういうふう

なですね、大まかなことをここで話を進めてですね、そしてそれを専門部会で検討してい

ただくというのが私は１つの筋じゃないかと。それとも１つ、もう１つ、これは私１番大

切に思うんですが、私も、うちに今職員が十数名、二十数名おりますが、私は彼女たち、

あるいは彼らが、どんなことができるのかなということをやっぱり察知する。あるいは彼

らにはこうしてやったら意欲を持って仕事に取組む、というようなことがあるんです。私

は、この答申を作るにあたってはですね、やっぱり役場の職員さんたちは、現実に働いて

成果を出すわけですから、私どもが、廻って私が行って税金を取り立ててこようかなんて

ことはできっこないわけですから、だから税金を取りやすいような雰囲気というか、ある

いは取れるような何か案をですね、もちろん私も考えなきゃいけないかもしれませんが、

職員が考えて、これならできるやろというなことを、意欲を持って対応できるような、私

は意見の具申をするのが大事じゃないかなと。具体的に細かいことを、ああすればいい、

こうすればいい、というのはこう言っちゃなんですが、私は地元に帰って、地元でこうい

うことしようやないか、これなら地元だけでできるやないかというようなことを、私は併

せ持ってすることが大事じゃないかなという具合に思います。で、手数料の公平、公正で

すか、これについても、どこが不公平なのか、あるいはどこが公正なのか、そのあたりは、

よくわかりませんので、こういうことだというようなことがちょっと出てくれば、それに

ついてはこの程度はどうかというなことがございます。それからもう１回先に戻りますが、

手数料の収納率というのがありますが、これ以前は、各区に対して納税組合とか、なんと

かあったわけですね。それに対して手数料はそれこそいただいておりました。あの１番特

にひどいのは、西区なんかっていうのは年間に７０万ぐらいいただいとったんやないかな

と思います。水道料とか、それからその他の納税ですね。西区は、ある時、西区の区長が、

宮崎さんこれは大変ばい。俺んとこは今までそのお金で、区の運営をしよったのに、これ

が無くなっちゃったら大変ばい。というようなことも聴いております。だからその減した、

いわゆる手数料を省いたものが、納税にどんなふうに影響してきたのか。あるいは納税の

額が変わらなければ、手数料を省いた分だけ、いわゆる黒字になるような感じですから、

こういったことがですね、私は、やっぱり小さいことであっても、行財政に及んでいけば

全体的に大きくなってくるんではないかなというような気がしています。それから補助金

とか助成金ですね。これは私ちょっと調べたら、補助金、助成金をいただいてるのがです

ね２６６件ありますね。２６６件。この中には調べてみると、なんですか、単年度で終わ

るもの、あるいは３年間補助金を出してそれで終わるもの、色々あるわけですけども、ま

あしかし、混ぜて、２６０件前後のことが毎年あっとるんじゃないかと。だから、こうい

うものについても、例えばさっき言いましたように、区長会か、それから老人とか、その

他たくさんの町の補助金をいただいとるグループ、団体がございます。こういうのも私は、
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補助金を削るんではなしに、そのことによって何か他のね、町に、あるいは町の財政、あ

るいは町の行政に、寄与するようなことを考えてもらったらどうかと、そういうことです

ね。考えてもらうことも、町の行財政改革の大きな、私はいい影響を与えるではないかな

という具合に考えとるわけでございます。私、基本的に今申しましたように、自分が何が

できるか、何をしてやれるのかっていうことがですね、まず常に並行して、町の中身を改

革するのと同じように、並行してですね、やっぱり私は考えていくのが、この際大事なこ

とやないかなと、そのことはひいて将来、合併という事態になったときも、鞍手町に学べ

と、鞍手町にお願いせえというような、他の市町村からそういうふうなことにも、私はな

るんではないかなという具合に思います。以上です。  
 
○福本会長  

はい、亀井委員、どうぞ。  
 
○亀井委員  

あの、隣の小島委員が話してありましたが、財政改革の関係では基本的には私の考え方

としては、そのいわゆるなんというですかね、攻めの改革というですかね、そういう方向

を目指すべきだと思います。ただあの、例えば増収を図っていくと。町税のですね。とい

う展望をどう持つかと、その仕掛けをどう作るかということを、まず考えないかんと思う

んですよ。そういう意味では、非常に例えばあの、誰だったかな、中川町長の時代だった

かな。学園都市とかなんとかいうような形で作ったけど、ちょっとつまづいとるんですか

ね。だから、ああいうような経験をですね、があるので、慎重にどうやって構えてやらな

いかんということはあるですし、それから、さらには中長期に渡ってですね、その実現を

目指していくという問題の問題ですよね。言うなら。ですからその辺を含めて推進本部の

方でですね、議論をしていただきたいというふうに思うんですよ。これが出なければね、

私は、財政改革といいますか、このことは基本的には達成できないと思うんですよ。守り

の話ばっかしでですね、とにかく、あれどーするか、これ見直せというてガンガンやる。

これは改革やないんです。見直しなんですよ。ですから、そういういわゆる基本的な構え

をですね、はっきりしてもらいたいということです。ですから例えば、その今、農産物な

んかがですね有名なフルーツの産地でもあるわけですが、ここに色々まあ小島さんに聞い

てみたら、それはできます。とこう言ってますけど、なかなかここに住んどる我々自体が

ですね、なんか１人、それぞれのいわゆる生産者が、それぞれ勝手にこうやっておるとい

うような状況ですかね。そのようにしか見えんのですよ、私は。悪いけど。だからそうい

うものがどうなのかなと。それからいわゆる企業誘致とか住宅誘致とかですね。まあ、こ

ういう田舎、農村では土地の関係がですね、非常に農業権ですか、農業地ですから非常に

難しい部分があると思いますが、個人の財産に関わる問題ですからね。非常に複雑なその

解決しなきゃいけない問題が、かなりあろうと思うんですが、しかし、１０年くらい前で

すかね、鞍手駅前の開発の関係で、なかなかうまく軌道に乗らんずくに頓挫したという経

験もありますけど、ああいうものをもっとこう積極的にですね、この町の税収の柱として

すね、きちっと位置付けながら、その具体的に政策を打っていくということを、やっぱり

心がけていかなければですたい、財政改革なんちゅうのは、私はなんか難しいような気が
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するんですがね。そうやないと人口が増えんでしょう。第一。人口の増えんところに税金

は増えんですよ。はっきり言って増収はですね。歳入の部分でちょっと。どうかひとつよ

ろしくお願いします。  
 
○福本会長  

はい、藤井委員さん。  
 
○藤井委員  

行政改革の進路を確認したいんですけども、先ほどから会長さんが言われてますように、

この委員会、行財政改革委員会の諮問することについてはですね、まあ、先ほど資料１６

をいただきましたが、第２章に大きな目標ですね、大きな方針というか、そういうことが

書いていまして、この中にあの、今さっきから言われてますようなところだとかですね、

地域住民との協働だとか、それから歳入、そういったことが大きな方針として書かれてま

すんで、私としましては、こういう大きなですね、まず目標、方針をこの委員会で示す。

先ほどから会長さんが言われてますが、そうすることによって、後は実行するのは、具体

的に目標、それから策定するのが各専門部会ですかね、こういったところで、実施計画な

り、何年後までにどうするというような、細かな具体的な方向性を決めていかれると思う

んです。それをまたこの委員会で、意見を出して、またあの、プラン、ＰＤＣＡという、

こういうプランを立てて、実行して、また見直す。その見直した結果をまたやっていくと

いう、そういうような方向でいかないと、小さな意見を少しずつこう言ってもですね、実

際にあの我々は細かな数字は分かりませんので、実際には、あの実行、専門部会ですか、

こういったところで細かな具体的な方針とかやり方を決めていただいて、それをチェック

していくのがこの委員会の役目じゃないかなと思いますので、大きな目標をまず先に決め

ていただきたいと思います。  
 
○福本会長  

はい。あの先ほどからそういった趣旨のことを、皆様方、委員にはお願いをしてるわけ

でございますけども、なかなかあの意志の疎通ができませんで申し訳ございません。ただ

あの、今、亀井委員さんがですね言われましたことも大変重要なことだと思っております。

町の方もですね、地域整備公団等にお願いをして駅前開発をやろうというようなことも言

ってましたけど、なかなか国関係のですね、取り上げてくれませんでした。しかしながら

ですね、これから先はですね鞍手町は、インターチェンジができます。さらには、平成２

１年にはインターチェンジが開通いたしますしね、さらにはまた、この１０年以内には必

ず遠賀川の架橋ができると思いますので、これからはですね行政じゃなくてですね、民間

の活力をですね大事にしていきたいなと、それはまあ、ある程度、ＰＦＩという事業があ

るんですけどもね、そういった形ならですね、これからは民間活力が、おそらくこの鞍手

町、北九州市と隣接しておりますので、これからどんどんですね、インターチェンジ、そ

れから遠賀川架橋、あるいは都市の道路決定もしておりますしね、県の方もですね、県道

の整備等もですね、今、西川地区も行っておりますし、今度また新しい道路決定をしてお

りますのでね、これからはある程度ですね、民間の活力が導入されて、この鞍手町が発展
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していくんじゃなかろうかと思っております。それであの、我々は、まあ、合併推進派と

か、色々単独推進派とか色々おりましたけどもですね、そういったことをですね、念頭に

入れてですね、これから鞍手町のまちづくりをやっていこうということで考えておりまし

た。まああの、ここにきまして、しかしながら、非常にこの三位一体のですね改革で、地

方交付税がなかなか来んしですね、補助金等も削減してくるということで、もう切羽詰ま

っておるのが財政。要するにその、何でもですねお金がなければできないわけなんですよ。

ですから、限りある財源で１番最大の住民サービスをしなければならないということが基

本目標でございますので、それをですね、無駄を省くということが財政改革でありますの

で、そういったことをですね、どうぞ念頭に入れてですね、ご意見を賜りたいと思います

けども、もう時間がきておりますので、あの今、事務局の方からですね、資料の１８番が

出てまいりました。それであの、一応あの事務局からの素案でございます。それでまあ、

これにですね目を通していただきまして、次回ですね、まあ、藤井委員さんが言われまし

たように、基本方針とそういった目標ですね、基本目標。これをですね決めて、中間答申

のハードルを超えたいなと思っております。それで、右側の方にですね、第４章がござい

ますね。改革の具体的方策というのがございまして、大分類、中分類、小分類と、そして

細分類とありますけども、この小分類までがいわゆる中間答申のハードルであるわけでご

ざいますので、そこら辺をですね、そこら目を通していただきましてね、先ほどから出て

おります、税率とか数字というのは、こういったことはですね、細分類の方に入るんじゃ

ないかなと思っておりますので、どうぞあの、小分類までですね、よく目を通していただ

きまして、次回の会合の中でですね、基本方針あるいは基本目標をですね決定をしたいと

思っておりますがどうでしょうか。よろしいですか。  
 
「はい」という声  
 

はい、ありがとうございました。じゃああの一応ですね、今日ですね、資料１８番をで

すね熟読していただきまして、そしてまた、いい意見がございましたら、どうぞあの、で

きましたらあの、意見、それからご意見とまた対案をですね、できましたら、よろしくお

願いしたいと思っております。それでは続きまして、議事進行をさせていただきます。  
じゃあ、括弧２ですね。その他でございます。事務局の方からどうぞ。  

 
○事務局  

先ほどちょっと触れましたけれども、ホームページの、町のホームページの方でですね、

すでにこの委員会の会議の開催状況についてあげております。それで、そこではいわゆる

会議の、この会議録。それからお配りしています、１から、資料１から資料１８までの資

料全てを見ることができるようになっています。で、第２回、今日の第３回分の会議録に

ついても続けてあげていくような形になりますので、ここでご報告を申しあげます。それ

と広報紙におきましても、８月号の広報紙の中で、一応、今日の３回目までくらいを、ま

とめて簡単に、広報誌の誌面上あまり詳しくは報告はできないんですけれども、住民の方

に公表していくような形で、記事を作っていきたいと思っておりますのでここでご報告い

たします。以上です。  
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○福本会長  

はい。それとですね、その他で何がございましたら、委員さんの方から。ございません

でしょうか。よろしいでしょうか。はい。それではですね、これで議事を終了したいと思

っておりますが、次回ですね、会議の開催につきまして、事務局から説明をお願いいたし

ます。  
 
○事務局  

第４回目の推進委員会につきましては、一応、２週間後、７月２１日木曜日の午前１０

時からこの場所、鞍手町議会議事堂において開催するということでお願いをしたいと思い

ます。  
 
○福本会長  

よろしいですか。７月２１日木曜日です。都合の悪い方は後から事務局の方に連絡して

ください。日にちは変えられませんので。よろしいでしょうか。午前１０時から行います

ので。あの１５名の方がいらっしゃいますので、日程をですね、独断と偏見で、こちらの

方で決めておりますので、どうぞ申し訳ございませんけども、ご理解を賜りますようによ

ろしくお願い申しあげます。以上をもちまして、第３回のですね行財政改革推進委員会を

閉会いたします。本当にありがとうございました。  


